
ご面会される皆様へ

平素より浴風会病院の運営にご協力を賜 り、誠にありがとうございます。

昨年 5月 に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが 5類に移行されて 1年

以上が経過しています。しかしその後も感染者数は増減を繰 り返しており、現在は新たな

変異種「オミクロンKP,3株」の流行による第 H波が到来しています。この KP。3は過去

にコロナに自然感染した人やワクチンを接種 した人もかかりやすい、伝播力が高い (感染

を拡げやすい)、 などの特徴があり、また高齢者や基礎疾患のある方では重症化に対する注

意が必要になります。

引き続き、ご面会につきましてはご家族の皆様にはいろいろご不便をおかけしますが、

下記事項を遵守ください。これらの事項は、患者さん 。面会者の双方を守るうえで大切な

事項ですので、ご理解をお願いいたします。

なお、入浴や処置中などのため、面会をお待たせする場合があ りますのでご承知おきく

ださい。

・面会・散策中は、面会者は必ず不織布マスクの着用と手指消毒を行い、絶対にマスクを

ずらしたり、外しての会話はしないでください (布マスク、ウレタンマスクでのご面会

は出来ません)。 また、面会する患者さんのマスク着用についても、必ずご確認いただき、

マスク不着用の際は、着用するように促していただくようお願いします。

・面会や散策の際、患者さんのお身体への接触 (ボディータッチ)は、感染予防の観点か

らご遠慮 ください。

・患者さんへの飲食品の差し入れはご遠慮 ください (囃下機能が低下している場合、誤疎・

窒息などの事故につながる恐れがあ ります)。
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